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定時株主総会資料（表紙）

（ 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項 ）
第55回定時株主総会資料

（2025年３月１日から2026年２月28日まで）

エコートレーディング株式会社
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定時株主総会資料（表紙）

上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条第２項の規定に
基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には
記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわら
ず、株主の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載
した書面を一律でお送りいたします。
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　株主資本等変動計算書
　個別注記表
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主要な事業内容、主要な営業所

１．企業集団の現況に関する事項
(１) 主要な事業内容（2026年２月28日現在）
　ペットフード・ペット用品の卸売事業、ペット関連教育事業
　ペットフード・ペット用品の商品開発事業、ペットショップ店舗開発事業
　ペット用品の販売促進ツールの企画・製作事業

(２) 主要な営業所（2026年２月28日現在）
①　エコートレーディング株式会社
大阪本社　大阪市淀川区宮原１丁目２番４号
東京本社　神奈川県川崎市幸区堀川町66番２号
支店　　　札幌(北海道石狩市)　　　　　東北(宮城県登米市)

　関東(埼玉県三郷市)
　　　横浜オフィス(横浜市瀬谷区)
　名古屋(名古屋市港区)　　　　関西(大阪市淀川区)
　中四国(広島県山県郡北広島町)
　福岡(福岡県糟屋郡宇美町)

エコーペットビジネス総合学院(兵庫県尼崎市)
②　ペッツバリュー株式会社
本社　　　兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目３番24号

③　株式会社Ｉ＆Ｉ
本社　　　東京都新宿区水道町１番32号
プロモーション開発室
　　　　　大阪府八尾市久宝寺６丁目７番19号

④　株式会社ペットペット
本社　　　大阪市淀川区宮原１丁目２番４号

－ 1 －
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使用人の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項、会社の株式に関する事項

事　業　の　内　容 使 用 人 数 前　期　末　比

ペ ッ ト 関 連 事 業 300名 12名減

 合　　計 300名 12名減

(３) 使用人の状況（2026年２月28日現在）

（注）使用人数は就業人員数であり、パートタイマー等440名は上記の使用人数には含まれておりません。

借　　　入　　　先 借　入　額　（千円）

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,100,000

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 300,000

株 式 会 社 り そ な 銀 行 200,000

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 50,000

(４) 主要な借入先（2026年２月28日現在）

(５) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

(１) 発行可能株式総数 12,000,000株

(２) 発行済株式の総数 6,073,021株

(３) 株主数 4,620名

２．会社の株式に関する事項（2026年２月28日現在）

（注）1．取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）４名に対して、譲渡制限付株式の付与の
ため、2025年10月３日付で普通株式39,000株を発行したことにより、発行済株式の総数が増加し
ております。

2．発行済株式の総数は自己株式（41,525株）を控除して記載しております。

－ 2 －
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使用人の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項、会社の株式に関する事項

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

国分グループ本社株式会社 1,105,064株 18.20％

高 橋 一 彦 380,451 6.26

エ コ ー ト レ ー デ ィ ン グ
共 栄 会 342,200 5.63

伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 220,000 3.62

石 見 健 太 143,200 2.36

テ ィ ー ア ー ル 株 式 会 社 129,100 2.13

エ コ ー ト レ ー デ ィ ン グ
従 業 員 持 株 会 116,320 1.92

高 橋 明 裕 100,000 1.65

豊 田 　 実 94,500 1.56

笠 原 　 朗 78,600 1.29

(４) 大株主（上位10名）

　　　　（注）持株比率は自己株式（41,525株）を控除して計算しております。

(５) その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 3 －
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新株予約権等の状況

３．会社の新株予約権等に関する事項
(１) 当事業年度末日における新株予約権の状況

該当事項はありません。

(２) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

(３) その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 4 －
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会計監査人に関する事項、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

金額(千円)

公認会計士法第２条第１項の業務（監査業
務）に係る報酬等の額 36,100

①当社の当事業年度に係る会計監査人
の報酬等の額

公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務
（非監査業務）に係る報酬等の額 －

計 36,100

②当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 36,100

４．会計監査人に関する事項
(１) 名称
　有限責任監査法人トーマツ

(２) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等
の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人について、前事業年度の監査実績の分析及び評価を行いました。また、
監査計画と実績を対比し計画どおりに終了したことを確認しました。それらを踏まえた当事業年度の
監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見積りの相当性を審議し、会計監査人の監査報酬
は妥当と認め同意いたしました。

(３) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(４) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
① 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号（会計監査人の解任事由）に定め
る項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任
いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株
主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

② 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した
場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたし
ます。

③ 監査等委員会は、上記の他、会計監査人の監査の品質や監査報酬等を総合的に勘案し、必要
があると認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案
の内容を決定いたします。

－ 5 －
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会計監査人に関する事項、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(５) 責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、28,000千円又は同法第425条第１項に定める額のいずれか高い額
としております。

５．業務の適正を確保するための体制
　当社は、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の
適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」の基本方針（内部統制
システム整備の基本方針）を以下のとおり定め、この体制のもとで業務の有効性と効率性を引
き上げることにより業績向上と収益性を確保し、適法性の確保及びリスクの管理に努めるとと
もに、経営環境の変化に対応して随時更新し、維持・改善していくこととします。

(１) 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会は、取締役会規程に基づき当社の業務執行を決定する。
② 取締役は、業務執行状況を取締役会規程に基づき取締役会に報告するとともに、他の取締役
の職務執行を相互に監督する。

③ 取締役の職務執行は、監査等委員会規程及び監査等委員会監査等規程に基づき監査等委員会
の監査を受ける。

④ 当社は、当社の取締役及び使用人がとるべき行動の基準や規範を「エコートレーディンググ
ループ企業行動規範」で定め、周知徹底するとともに、コンプライアンス規程及び内部通報
規程に基づき、コンプライアンス体制の整備・維持に努める。

⑤ 代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会は、組織を横断して組成され、グ
ループ内のリスクを特定、評価し、最適なリスク管理体制の立案、推進を図る。

(２) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務の執行に係る情報については、文書・帳票管理規程に基づきその保存媒体に応
じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理する。

② 当該情報の保存期間は、文書・帳票管理規程によるものとする。

－ 6 －
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会計監査人に関する事項、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(３) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 持続的な成長と企業価値の向上をめざし、「リスクマネジメント方針」を制定し、リスクマ

ネジメント委員会を設置する。
② リスクマネジメント委員会は、当社全体のリスクマネジメントの運営にあたるとともに、リ
スクマネジメントの体制の整備、運用状況の確認を行う。

③ リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者
を決定し、同規程に基づいたリスク管理体制を当社グループ全体で整備する。

④ 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、事態の
内容に適合した迅速な対応を行い、損失の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を当社グ
ループ全体で整備する。

(４) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営方
針及び経営戦略等の当社の業務執行を決定する。

② 取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能
の分化を図り、経営責任と執行責任を明確化することを目的として導入されている執行役員
制度の下、組織規程・職務分掌規程・職務権限規程に基づき実行する。

(５) 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、当社の取締役及び使用人がとるべき行動の基準や規範を「エコートレーディンググ

ループ企業行動規範」で定め、周知徹底するとともに、コンプライアンス規程及び内部通報
規程に基づき、コンプライアンス体制の整備・維持に努める。

② 業務執行部門から独立し、代表取締役社長直属の部署である内部監査部門が、監査等委員会
や会計監査人と連携しながら定期的に内部監査を実施し、改善提案や勧告等を含めてその結
果を代表取締役社長及び被監査部門に適宜報告することにより、会社財産の保全及び経営効
率の向上に努める。

－ 7 －



2026/04/17 11:37:55 / 25287301_エコートレーディング株式会社_招集通知

会計監査人に関する事項、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(６) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、子会社が当社へ報告する内容や手続きを定めた関係会社管理規程に基づき、子会
社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告を受け、これに対し適切な指導・助言を行
う。

② 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、グループ会社全体のリスク管理について定める「リスクマネジメント方針」を制
定し、リスクマネジメント委員会にてグループ会社全体のリスクマネジメントの運営にあ
たるとともに、リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクにつ
いての管理責任者を決定し、同規程に基づいたリスク管理体制を当社グループ全体で整備
する。

③ 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社を育成強化することを目的とする関係会社管理規程に基づき、子会社の取
締役等の職務の執行を監督する。

④ 当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制
１ 当社は、当社グループの取締役及び使用人がとるべき行動の基準や規範を「エコートレー

ディンググループ企業行動規範」で定め、子会社に周知徹底するとともに、コンプライア
ンス規程及び内部通報規程に基づき、子会社のコンプライアンス体制の整備・維持に努め
る。

２ 当社の監査等委員会及び内部監査部門は、必要に応じて子会社の監査を実施する。

(７) 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使
用人に関する事項と当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性
に関する事項

① 当社は、当該使用人を置くことを監査等委員会から求められた場合には、監査等委員会と協
議のうえ合理的な範囲で配置する。

② 当該使用人の任命、解任、評価、人事異動、賃金等の改定については、監査等委員会の同意
を得たうえで決定することとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性
を確保する。

－ 8 －
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会計監査人に関する事項、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(８) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 監査等委員会は、その職務を執行するために、当該使用人に対し必要な業務を指示すること
ができる。

② 当該使用人が、他部門の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の指示を優先する。

(９) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人の監査等委員会への報告に関する体
制

① 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が当社の監査等委員会に報告
をするための体制
１ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすお
それのある事実があることを発見したときや、当社における重大な法令違反その他コンプ
ライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告する。

２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて
当社の業務執行状況を報告する。

３ 監査等委員会は、当社の法令遵守体制の運用に問題があると認めるときは、意見を述べる
とともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

② 当社の子会社の取締役等及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
１ 当社は、子会社の取締役等及び使用人が、子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

があることを発見したときや、子会社における重大な法令違反その他コンプライアンスに
関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告する体制を整備する。

２ 当社の監査等委員会は、必要に応じ子会社に対して業務の状況について報告を求め、子会
社の業務の適正を監査する。

(10) 当社の監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査等委員会に当該報告をした者が、当該報告を行ったことを理由として不

利な取扱いを受けないことを確保するための体制を、内部通報規程に準じて整備する。

－ 9 －
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(11) 当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）につい
て生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の
処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求を行った
ときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費
用又は債務を処理する。

(12) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会は、内部監査部門から定期的な報告を受けるとともに、会計監査人と定期的に
意見交換を行い、三者間の連携を密にすることにより監査等委員会の監査の実効性を高め
る。

② 監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を
行う。

６．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(１) コンプライアンス
　当社グループ内のウェブサイトに掲載する社内報に、コンプライアンスの欄を設置し、会社
としての取り組みや連絡等を記載することにより、全従業員に対してコンプライアンス意識の
向上を促し、不正行為等の防止を図っております。

(２) リスクマネジメント
　災害に関する取り組みとして、全従業員に携行用として配布している「エコートレーディン
ググループ企業行動規範」の裏面に、「異常事態・大規模地震発生時　社員行動要領」を記載
し、災害発生時の行動要領を周知しております。
　年に１回、部門長に「リスク調査票」を配布し、新たに発生したリスクや変更のあったリス
クを把握し、評価を行い、その対応を決めております。
　リスクマネジメント委員会を、定期的に開催（年に２回以上）するものとし、同委員会で
は、当社グループにおけるリスクの共有と対応策の策定、対応策の進捗状況を確認し、予見で
きるリスクと顕在化したリスクへの対応を行っております。

－ 10 －
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(３) 財務報告に係る内部統制
　年に４回開催している内部統制委員会において、内部統制システムの構築及び運用の充実・
円滑化を図り、財務報告に係る内部統制の有効性を評価しております。

(４) 内部監査体制
　内部監査計画に基づき、当社及び子会社の内部監査を実施いたしました。

－ 11 －
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連結株主資本等変動計算書

（2025年 3 月 1 日から
2026年 2 月28日まで）

（単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当 期 首 残 高 2,012,726 1,977,314 7,247,096 △45,384 11,191,752
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 18,096 18,096 36,192
剰 余 金 の 配 当 △181,069 △181,069
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 778,311 778,311

連結子会社株式の取得
に よ る 持 分 の 増 減 △6,800 △6,800

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 18,096 11,295 597,242 － 626,633
当 期 末 残 高 2,030,822 1,988,610 7,844,338 △45,384 11,818,386

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
その他の包括

利益累計額合計

当 期 首 残 高 268,916 268,916 18,922 11,479,592

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 36,192

剰 余 金 の 配 当 △181,069

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 778,311

連結子会社株式の取得
に よ る 持 分 の 増 減 △8,890 △15,691

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 91,113 91,113 △10,032 81,081

当 期 変 動 額 合 計 91,113 91,113 △18,922 698,823

当 期 末 残 高 360,029 360,029 － 12,178,415

連結株主資本等変動計算書

－ 12 －
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連結注記表

連　結　注　記　表
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び名称

①連結子会社の数 ３社
②連結子会社の名称 ペッツバリュー株式会社

株式会社Ｉ＆Ｉ
株式会社ペットペット

(2) 非連結子会社
該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社の数及び名称

　該当事項はありません。
(2) 持分法を適用しない関連会社

　該当事項はありません。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券

その他有価証券
市場価格のない株式等 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法
以外のもの により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しておりま

す。
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

②棚卸資産
商品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）を採用しております。
貯蔵品 最終仕入原価法を採用しております。

－ 13 －
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産 定率法を採用しております。
　（リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除

く。）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については、定額法を採用しております。主な耐用年数は以下のと
おりであります。
建物　　３年～31年

②無形固定資産 定額法を採用しております。
　（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
③リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。
(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち
当期負担額を計上しております。

③役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき
計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準
　当社グループは、主にペット関連商品を卸売販売しており、顧客との契約に基づいて商品を引き渡す
履行義務を負っております。当該履行義務は、原則として商品を引き渡す一時点において、顧客が当該
商品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引き渡し時点で収益を認識しております。
　なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の
国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である
場合には、出荷時に収益を認識しております。

（会計方針の変更に関する注記）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」 (企業会計基準第27号 2022年10月28日）、「包括

利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日）及び「税効果会計に係る会
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）を当連結会計年度の期首から
適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

－ 14 －
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１．有形固定資産の減価償却累計額 1,032,365千円
２．受取手形割引高 62,851千円
３．電子記録債権割引高 476,072千円

受取手形 186千円
電子記録債権 737,373千円
支払手形 56,458千円

（会計上の見積りに関する注記）
　　翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目はないと判断しております。

（連結貸借対照表に関する注記）

４．期末日満期手形及び電子記録債権
期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、当連結会計年度末日が金融機関の休日でした
が、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形及び電子記録債
権の金額は、次のとおりであります。

（連結損益計算書に関する注記）
　事業構造改善費用

　当連結会計年度で事業ポートフォリオの見直しの一環として当社グループにおける学校事業の譲渡を決定
し、2026年４月１日付で当該事業を譲渡することといたしました。2026年２月28日時点で譲渡に関連して
発生した費用については事業構造改善費用として特別損失に計上しております。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数(株) 当連結会計年度増加株式数(株) 当連結会計年度減少株式数(株) 当連結会計年度末株式数(株)

普 通 株 式 6,075,546 39,000 － 6,114,546

（ 決 議 ） 株式の種類 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日

2025年５月28日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 90,540 15 2025年２月28日 2025年５月29日

2025年10月10日
取 締 役 会 普 通 株 式 90,528 15 2025年８月31日 2025年11月10日

（ 決 議 ） 株式の種類 配当金の総額
(千円) 配当の原資 １株当たり配当額

(円) 基準日 効力発生日

2026年５月27日
定 時 株 主 総 会 普通株式 91,095 利益剰余金 15 2026年２月28日 2026年５月28日

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

（注）発行済株式の総数の増加39,000株は、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。
２．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

３．当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
2026年５月27日開催予定の定時株主総会に、次のとおり付議する予定であります。

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入
による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　未収入金は、主に仕入先に対する未収仕入割戻金であります。
　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されてお
ります。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
　短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒
されております。
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連結貸借対照表計上額
（千円） 時 価 （ 千 円 ） 差 額 （ 千 円 ）

投資有価証券 784,842 784,842 －

資　産　計 784,842 784,842 －

区 分 当連結会計年度（千円）

非上場株式 66,381

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

　当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、取引先ごとの期日管理及び残高管理を
行い、取引先ごとの信用状況を定期的に把握することにより、リスク低減を図っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　借入金の金利変動リスクについては、定期的に市場金利の状況を把握しております。
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
　当社グループは、各社が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などによ
り流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2026年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。

（注）１．「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「未収入金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入
金」、「未払金」は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの
であることから、注記を省略しております。

２．市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照
表計上額は以下のとおりであります。
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１ 年 以 内
（ 千 円 ）

１ 年 超
５ 年 以 内
（ 千 円 ）

５ 年 超
1 0 年 以 内
（ 千 円 ）

1 0 年 超
（ 千 円 ）

現金及び預金 6,230,654 － － －
受取手形及び売掛金 24,055,898 － － －
未収入金 2,639,381 － － －

合　計 32,925,933 － － －

時価（千円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 784,842 － － 784,842

資産計 784,842 － － 784,842

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

４．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル１の時価に分類しております。
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連結注記表

当連結会計年度（千円）

契約負債（期首残高） 17,341

契約負債（期末残高） 3,666

１．１株当たり純資産額 2,005円33銭
２．１株当たり当期純利益 128円63銭

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループは、ペット関連事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単
一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表（連結計算書類作成のた
めの基本となる重要な事項に関する注記）４．会計方針に関する事項（4）重要な収益及び費用の計上基
準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　①契約負債の残高等

　契約負債は、主にペット関連教育事業において顧客から受領した授業料等の前受金に関するもので、
連結貸借対照表上、流動負債のその他に含まれており、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計
年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、17,341千円でありま
す。
　なお、当連結会計年度において、契約資産の発生はありません。

　②残存履行義務に配分した取引価格
　残存履行義務に配分した取引価格は、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないた
め、記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
該当事項はありません。
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貸借対照表

（2026年２月28日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定
リ ー ス 資 産
電 話 加 入 権
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

32,901,220
3,909,391
27,464

2,799,001
20,319,728
3,400,474

7,854
106,305
2,252,206
87,459
△8,666

2,293,630
954,596
235,857
2,125

0
2,696
17,777
650,158
45,981
237,167
109,761
102,055
14,785
10,564

0
1,101,866
851,223
28,469
4,731
13,699
205,942
△2,200　

流 動 負 債 23,613,146
支 払 手 形 88,008
買 掛 金 18,551,569
短 期 借 入 金 1,650,000
リ ー ス 債 務 22,857
未 払 金 2,824,497
未 払 費 用 165,319
未 払 法 人 税 等 118,207
未 払 消 費 税 等 63,938
前 受 金 16,571
預 り 金 34,811
賞 与 引 当 金 76,800
そ の 他 565
固 定 負 債 379,239
リ ー ス 債 務 53,248
繰 延 税 金 負 債 101,364
資 産 除 去 債 務 150,107
そ の 他 74,518
負 債 合 計 23,992,386

純 資 産 の 部
株 主 資 本 10,842,435
資 本 金 2,030,822
資 本 剰 余 金 1,981,680
資 本 準 備 金 1,974,010
そ の 他 資 本 剰 余 金 7,670
利 益 剰 余 金 6,875,317
利 益 準 備 金 84,922
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,790,394
別 途 積 立 金 3,800,000
繰 越 利 益 剰 余 金 2,990,394
自 己 株 式 △45,384
評 価 ・ 換 算 差 額 等 360,029
その他有価証券評価差額金 360,029
純 資 産 合 計 11,202,465

資 産 合 計 35,194,851 負 債 純 資 産 合 計 35,194,851

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（2025年 3 月 1 日から
2026年 2 月28日まで）

（単位：千円）
科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　額

売 上 高 100,398,114
売 上 原 価 89,350,758
売 上 総 利 益 11,047,356

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,271,564
営 業 利 益 775,791

営 業 外 収 益
受 取 利 息 1,928
受 取 配 当 金 16,599
受 取 賃 貸 料 52,069
業 務 受 託 料 28,649
そ の 他 8,954 108,200

営 業 外 費 用
支 払 利 息 46,619
電 子 記 録 債 権 売 却 損 7,100
そ の 他 5,186 58,907
経 常 利 益 825,084

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 67,175 67,175

特 別 損 失
事 業 構 造 改 善 費 用 8,138
そ の 他 134 8,273
税 引 前 当 期 純 利 益 883,986
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 278,240
法 人 税 等 調 整 額 12,616 290,856
当 期 純 利 益 593,129

損　益　計　算　書
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株主資本等変動計算書

（2025年 3 月 1 日から
2026年 2 月28日まで）

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 その他資本

剰余金
資本剰余金

合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計別途積立金 繰越利益

剰余金
当期首残高 2,012,726 1,955,914 7,670 1,963,584 84,922 3,800,000 2,578,334 6,463,256 △45,384 10,394,183
当期変動額

新 株 の 発 行 18,096 18,096 18,096 36,192
剰余金の配当 △181,069 △181,069 △181,069
当期純利益 593,129 593,129 593,129
株 主 資 本
以 外 の
項 目 の 当
期 変 動 額
( 純 額 )

当期変動額
合 計 18,096 18,096 － 18,096 － － 412,060 412,060 － 448,252

当期末残高 2,030,822 1,974,010 7,670 1,981,680 84,922 3,800,000 2,990,394 6,875,317 △45,384 10,842,435

評価・換算差額等
純資産合計そ の 他 有 価 証

券 評 価 差 額 金
当 期 首 残 高 268,916 10,663,099
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 36,192
剰 余 金 の 配 当 △181,069
当 期 純 利 益 593,129
株主資本以外の
項 目 の 当 期
変 動 額 ( 純 額 )

91,113 91,113

当 期 変 動 額 合 計 91,113 539,365
当 期 末 残 高 360,029 11,202,465

株主資本等変動計算書
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個別注記表

個　別　注　記　表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
②その他有価証券

市場価格のない株式等 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法
以外のもの により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しておりま

す。
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
①商品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）を採用しております。
②貯蔵品 最終仕入原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。
　　（リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除

く。）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については、定額法を採用しております。主な耐用年数は以下のと
おりであります。
建物　　３年～31年

(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。
（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。
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個別注記表

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち
当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき
計上しております。

４．重要な収益及び費用の計上基準
　当社は、主にペット関連商品を卸売販売しており、顧客との契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を
負っております。当該履行義務は、原則として商品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品に対する
支配を獲得して充足されると判断し、引き渡し時点で収益を認識しております。
　なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内
の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に
は、出荷時に収益を認識しております。

（会計方針の変更に関する注記）
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」 (企業会計基準第27号 2022年10月28日）、「包括
利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日）及び「税効果会計に係る会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）を当事業年度の期首から適用して
おります。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

（表示方法の変更に関する注記）
(損益計算書）
　前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「手形売却損」は、金額的重要性が乏し
くなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。

（会計上の見積りに関する注記）
翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目はないと判断しております。
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個別注記表

１．有形固定資産の減価償却累計額 1,028,140千円
２．受取手形割引高 62,851千円
３．電子記録債権割引高 476,072千円

電子記録債権 737,373千円
支払手形 52,156千円

(1) 短期金銭債権 56,953千円
(2) 短期金銭債務 3,006,293千円

(1) 売上高 11,402千円
(2) 仕入高 11,218,065千円
(3) その他の営業取引高 27,659千円
(4) 営業取引以外の取引高 52,551千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株) 当事業年度末株式数(株)

普 通 株 式 39,485 2,040 － 41,525

（貸借対照表に関する注記）

４．期末日満期手形及び電子記録債権
期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、当事業年度末日が金融機関の休日でしたが、満
期日に決済が行われたものとして処理しております。当事業年度末日満期手形及び電子記録債権の金額
は、次のとおりであります。

５．関係会社に対する金銭債権・債務

（損益計算書に関する注記）
１．関係会社との取引高

２．事業構造改善費用
　当事業年度で事業ポートフォリオの見直しの一環として当社における学校事業の譲渡を決定し、2026
年４月１日付で当該事業を譲渡することといたしました。2026年２月28日時点で譲渡に関連して発生し
た費用については事業構造改善費用として特別損失に計上しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の数

（注）自己株式の増加2,040株は、従業員持株会に対する譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。
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個別注記表

繰延税金資産
貸倒引当金 3,342千円
賞与引当金 23,485千円
未払賞与法定福利費 3,913千円
未払事業税 13,212千円
棚卸資産評価損 3,588千円
従業員長期未払金 18,750千円
減損損失 1,280千円
減価償却超過額 1,830千円
関係会社株式評価損 20,722千円
資産除去債務 46,949千円
出資金評価損 3,178千円
役員株式報酬費用 15,501千円
従業員株式報酬費用 7,448千円
その他 13,848千円
繰延税金資産小計 177,053千円
評価性引当額 △92,082千円
繰延税金資産合計 84,970千円

繰延税金負債
前払金 △676千円
その他有価証券評価差額金 △163,637千円
その他 △22,021千円
繰延税金負債合計 △186,335千円

繰延税金負債の純額 △101,364千円

（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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個別注記表

種 類 会 社 等
の 名 称

議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取 引 金 額

(千円) 科 目 期 末 残 高
(千円)

その他の
関係会社

国分グループ
本社㈱

被所有
直接  18.2％

役員の兼任
商品の仕入

商品の仕入
（注） 10,821,822 買掛金 2,933,548

種 類 会社等の名称
又 は 氏 名

議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取 引 金 額

(千円) 科 目 期 末 残 高
(千円)

役員及び
その近親者 豊田　　実 被所有

直接  1.6％ 当社取締役
金銭報酬債権
の現物出資
（注）

13,920 － －

２．法人税等の税率の変更による影響
　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に公布され、2026
年４月１日以後に開始する事業年度から法人税等の税率が変更されることになりました。
　これに伴い、2027年３月１日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資
産及び繰延税金負債については、使用する法定実効税率を変更し、計算しております。
　なお、この変更に伴う影響は軽微であります。

（関連当事者との取引に関する注記）
１．親会社及び法人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）市場価格を勘案して、取引条件を決定しております。

２．役員及び個人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）2025年９月５日開催の取締役会での決議に基づき、2025年10月３日に行った新株式の発行について記

載しております。なお、取引金額は、2025年９月４日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所
スタンダード市場における当社の普通株式の終値である928円に割当株式数を乗じた金額を記載しており
ます。

－ 27 －
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個別注記表

１．１株当たり純資産額 1,844円63銭
２．１株当たり当期純利益 98円02銭

（収益認識に関する注記）
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表（収益認識に関する注
記）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
該当事項はありません。

－ 28 －
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

2026年４月15日

取 締 役 会　御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

神戸事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 千 原 徹 也
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 須 藤 英 哉
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 舩 田 祐 貴

独立監査人の監査報告書

エコートレーディング株式会社

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、エコートレーディング株式会社の2025年3月1日から2026年
2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、エ
コートレーディング株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及
び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

－ 29 －
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書
類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査
閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上

－ 30 －
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会計監査人の監査報告

2026年４月15日

取 締 役 会　御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

神戸事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 千 原 徹 也
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 須 藤 英 哉
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 舩 田 祐 貴

独立監査人の監査報告書

エコートレーディング株式会社

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、エコートレーディング株式会社の2025年3月1日から
2026年2月28日までの第55期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告
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会計監査人の監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 32 －



2026/04/17 11:37:55 / 25287301_エコートレーディング株式会社_招集通知

監査等委員会の監査報告書

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2025年３月１日から2026年２月28日までの第55期事業年度における取
締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役
会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて
説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた当期の監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と
連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業
所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を
受けました。
②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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常勤監査等委員 平 藤 丈 征 ㊞
監 査 等 委 員 古 西 　 豊 ㊞
監 査 等 委 員 古 川 幸 伯 ㊞

２．監査の結果
(１) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

(３) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2026年４月17日

エコートレーディング株式会社　監査等委員会

（注）監査等委員古西　豊及び古川幸伯は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定す
る社外取締役であります。
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